
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被扶養者（家族）の登録・削除に関する申請書を変更します  

 被扶養者(家族)の登録や削除に関する申請書の様式を変更いたします。今までは紙の 3枚複写の

申請書でしたが、今回よりＥｘｃｅｌ形式のフォーマットに入力できるようになります。入力後に

出力すると 3枚印刷されますので、それらを 1セットとして、職場の担当者へご提出ください。 

 令和 4年 1月頃、西武健保ホームページの「申請書一覧」に掲載する予定です。 

【今回変更する様式】 

・健康保険被扶養者登録申請届（3片制） 

・健康保険被扶養者削除届（3片制） 

・被扶養者申請に関する生計依存関係調書 

・扶養登録申請 必要書類一覧表 

※白黒印刷・カラー印刷のどちらでもご使用できます。 

※パソコンやプリンターの使用環境にない方は、代理入力・印刷をお願いいたします。 

※従来の申請書は当面の間引き続きお使いいただけます。 

被扶養者の登録に必要な添付書類

の一覧を、申請されるご家族の続

柄別に作成いたしました。申請時

にご確認ください。 

年末年始、急病などで受診に迷ったら下記をご活用ください  

 

ＫＥＮＰＯ 

ＤＡＹＯＲＩ 健保だより No.1083 

西武健保ホームページからもご覧になれます。http://www.seibu-kenpo.or.jp 西武健康保険組合 

 今回は被扶養者（ご家族）の登録・削除に関する申請書の変更、年末年始の病院受診について、

そして令和 4年 1月に施行される健康保険法の改正についてお知らせいたします。 

 今回の法令改正は、高齢者だけでなく、現役世代への給付も充実させる「全世代対応型の社会保

障制度」を構築するために行われます。法令改正のポイントについて解説いたしますのでご覧くだ

さい。 

2021.12.21 

24 時間電話健康相談サービス  TEL 0120-24-9569（通話無料）  

 こんなときに… 

・身体に気になる症状があるが、病院に行った方がいいのかわからない。 

・飲んでいる薬の副作用が知りたい。 

・ストレスで精神的にまいっている。 

年末年始当番医検索サービス  

 こんなときに… 

・年末年始で病院が休診なのに急病になってしまった。近くで受診できる病院が知りたい。 

※情報公開 12 月 27 日 18：00～ 対象期間 12 月 31 日～1 月 3 日 

ティーペック 当番医 検索
「 

 こども医療電話相談  TEL ＃ 8000（全国同一の短縮番号）  

 こんなときに… 

・夜間や休日に子供が急病になってしまった。小児科医や看護師に対処法を聞きたい。 

※お住まいの都道府県の相談窓口に繋がります。 

 実施時間外の場合は上記の 24 時間電話健康相談サービスをご利用ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正①傷病手当金の支給期間が通算化されます  

 ケガや病気の治療のために働けず、給料などがもらえないときに、その間の生活費として傷病手当金

が支給されます。傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して 1年 6ヵ月間と決まっていました

が、支給開始日から通算して 1年 6ヵ月と変更されます。 

 これにより治療と仕事が両立しやすくなります。 

 ケガや病気が軽快して出勤した日は傷病手当金の支給はありません。従来はその日も含んだ 1年 

6ヵ月間でしたが、改正後はその日を除いた通算 1年 6ヵ月となります。現在傷病手当金を受給して

おり、今回の法令改正に該当する方には、個別にご案内をお送りしております。 

 

法令改正②任意継続保険は申出により資格喪失が可能になります  

 任意継続保険は、退職後に選択できる健康保険の一つで、退職時に一度資格喪失した西武健保に

最長 2年間再加入することができる制度です。現在は任意継続保険の資格を喪失するには条件があ

りますが、改正後は本人の申出によっても資格喪失できるようになります。 

「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、令和 4 年 1月頃に西武健保ホームページの「申請書一覧」に掲

載する予定です。西武健保が申出書を受理した日の翌月 1日に資格喪失となります。 

現行の 

支給期間 

改正後の 

支給期間 

支給期間の考え方 

・左記に該当しなくても、本人からの申出があったとき 

（国民健康保険に加入する、家族の被扶養者になる、など） 

例えば 1 月 10日に申出書を受理した場合、資格喪失日は 2月 1日となり、 

1 月 31日までは西武健保の加入者ということになります。 

・再就職により他の健康保険制度の被保険者になったとき 

・任意継続被保険者になってから 2年間を経過したとき 

・後期高齢者医療制度の被保険者になったとき 

・被保険者が死亡したとき 

・保険料を期日までに納めないとき 


